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はじめに 

近年、生成 AI（人工知能）技術の急速な発展は、知的財産実務に大きな変革をもた
らしています。特許明細書の作成や商標調査など、言語情報やテキストデータを中
心とする業務において AIの導入が進む中、視覚的要素が権利の核心となる「意匠
（デザイン）」の領域においても、生成 AIの活用が本格化しつつあります。 
 

意匠権は、物品の形状、模様、色彩などの視覚的な美感を保護する権利であり、そ
の出願・権利化業務は図面や写真の作成、およびそれに基づく類否判断という特殊
性を有しています。特許庁の産業構造審議会・意匠制度小委員会は、2025年 5月の
第 19回会合において「生成 AI技術の発達を踏まえた意匠制度上の適切な対応につ
いて」を議事として取り上げ [7]、2026年の法改正に向けた検討を本格化させてい
ます。 
 

本レポートでは、意匠出願・権利化業務の各フェーズ（図面・写真作成、願書記
載、先行調査、補正・中間処理、権利管理）における生成 AIの活用の現状を整理
し、実務上および制度上の課題について包括的に分析します。 
 

 

 



1. 意匠出願・権利化業務の概要と生成 AIの位置づけ 

意匠出願から権利化、そして権利維持に至るプロセスは、大きく分けて「デザイン
創作・先行調査」「出願書類（願書・図面）の作成」「特許庁審査（拒絶理由通知
への対応・補正）」「登録・年金管理」の各フェーズから構成されます。 
 

従来の意匠実務においては、出願対象となるデザインを正確に特定するための「六
面図（正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図）」や斜視図の作成
に多大な時間とコストが費やされてきました。また、審査段階における先行意匠の
調査や類否判断は、審査官や実務家の視覚的・主観的な評価に大きく依存していま
した。 
 

現在、これらの各フェーズに対して、画像生成 AI（Midjourney、Stable Diffusion

等）やマルチモーダル AI（Gemini 3 Pro等）、さらには知財業務に特化した AIツー
ルが導入されつつあり、業務の効率化と高度化が図られています。下表に、各業務
フェーズにおける生成 AIの主な活用領域と課題の概観を示します。 
 

業務フェーズ 主な生成 AIの活用 主な課題 

デザイン創作・先
行調査 

コンセプト可視化、バリエーション生成、
視覚的類似検索 

新規性喪失リスク（先回り大量
生成問題） 

図面・写真作成 六面図補助生成、3Dレンダリング支援 
正投影図法の精度、図面間の不
整合 

願書・記載 物品名提案、意匠説明文の初稿生成 法的正確性、創作者認定 

補正・中間処理 
引用意匠との相違点抽出、意見書ドラフト
生成 

要旨変更判断、視覚的評価の限
界 

権利管理 
書誌事項の自動入力、期限アラート、ポー
トフォリオ分析 

多国間制度の複雑性、法改正へ
の追随 

 

 



2. 図面・写真作成への生成 AI活用 

2.1 活用の現状 

意匠出願において最も重要かつ負担の大きい業務が、意匠を特定するための図面ま
たは写真の作成です。特許庁の「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」
では、意匠を正確に表すために、正投影図法に基づく整合性の取れた図面が求めら
れています [1]。 
 

意匠出願に使用できる特定方法は、線図（CAD図を含む）、写真（モノクロ・カラ
ー）、CG（3D-CAD図）、現物（ひな形・見本）の 4種類があります [3]。このう
ち線図と CGが最も一般的であり、生成 AIの活用が試みられているのも主にこの領
域です。 
 

現在、図面作成プロセスにおいて、以下のような生成 AIの活用が進んでいます。第
一に、画像生成 AIによる初期デザインの可視化です。製品のコンセプト段階で、テ
キストプロンプトから多様なデザインバリエーションを高速に生成し、出願候補を
絞り込む用途で活用されています。第二に、3Dモデルからの図面生成支援です。既
存の CADデータや 3Dモデルから、AIを用いて意匠出願に適した線図（テクニカル
イラストレーション）やレンダリング画像を自動生成するツールの導入が進んでい
ます。第三に、マルチモーダル AIによる一貫性のある画像生成です。2025年後半
に登場した Gemini 3 Pro Image（Nano Banana Pro等）のような最新モデルは、「オ
ブジェクトの一貫性（Object Consistency）」を保持したまま、同一の物体を異なる
アングル（正面、側面、平面など）から矛盾なく生成する能力を備えており、六面
図作成の補助ツールとして注目されています [2]。 
 

2.2 技術的・実務的課題 

図面作成における生成 AIの活用には、依然として高いハードルが存在します。 
 

第一に、正投影図法の厳密な要件を満たすことの困難さです。一般的な画像生成 AI

は、遠近感（パースペクティブ）を伴う画像を生成する傾向があり、意匠出願で求
められる平行投影による正確な寸法比率を維持した図面を完全自動で生成すること
は、現時点では技術的に未成熟です。 
 



第二に、**細部の不整合（ハルシネーション）**の問題です。AIが生成した複数の
図面間で、微細な形状や模様の不一致が生じることが多く、そのまま出願図面とし
て使用すると、特許庁から図面の不備として拒絶理由通知を受けるリスクがありま
す。韓国特許庁（KIPO）の調査によれば、意匠出願における最多の拒絶理由は「図
面および意匠の不一致」であり、斜視図と正面図で同一部品の形状が異なって記載
されているケースが最も多く見られます [11]。 
 

第三に、写真出願における制約です。意匠出願は写真でも可能ですが、背景の写り
込みや陰影、ハイライトなどを排除した鮮明な写真が求められます。AI生成画像を
「写真」として提出する場合、実物との乖離が生じる可能性があり、権利行使時に
「登録意匠と実際の製品が非類似である」と判断されるリスク（権利範囲の不確実
性）を伴います [3]。 
 

したがって実務上は、AIが生成した画像をそのまま出願に用いるのではなく、最終
的に人間（設計者や弁理士）が CADソフト等を用いて寸法や整合性を修正・確認す
るプロセスが不可欠となっています。 
 

 

 

3. 願書・記載への生成 AI活用 

3.1 活用の現状 

意匠登録出願の願書には、「意匠に係る物品」や「意匠の説明」などのテキスト情
報を記載する必要があります。特に、部分意匠を出願する場合や、特殊な機能・用
途を持つ物品の場合、権利範囲を適切に設定するための精緻な言語化が求められま
す。 
 

この領域では、大規模言語モデル（LLM）を活用した初稿作成が実用化されていま
す。出願人が入力した製品の仕様書や特徴箇所のメモを基に、AIが特許庁の「意匠
に係る物品等の区分」に適合する物品名を提案したり、意匠の特徴を説明する文章
を自動生成したりするシステムが、一部の特許事務所や企業知財部で導入されてい
ます。 
 



3.2 実務的課題 

願書記載における AI活用の主な課題は、法的正確性の担保です。AIが生成した
「意匠の説明」が、図面から読み取れる形状と矛盾していたり、不要な限定を加え
て権利範囲を不当に狭めてしまったりするリスクがあります。 
 

また、創作者の認定に関する問題も重要です。意匠法上、創作者は自然人（人間）
でなければならず、AIを創作者として願書に記載することはできません [4]。AIを
用いてデザインを生成した場合、人間の創作的寄与がどの程度あったのか（プロン
プトの工夫や生成後の加筆修正など）を明確にし、正当な権利者（自然人）を創作
者として記載する必要があります。 
 

さらに、機密情報の取り扱いも重要な課題です。クラウド型の生成 AIサービスに製
品の未公開デザイン情報を入力することは、意匠の新規性喪失（公知化）につなが
るリスクがあります。企業は、オンプレミス型の AIシステムの採用や、入力情報の
学習利用を禁止した APIの使用など、情報管理体制の整備が必要です。 
 

 

 

4. 先行調査・クリアランス調査への生成 AI活用 

4.1 活用の現状 

意匠の先行調査は、出願前に類似する登録意匠が存在しないかを確認する作業であ
り、従来は意匠分類コード（ロカルノ分類等）に基づくデータベース検索と、審査
官や弁理士の目視による類否判断に依存していました。 
 

現在、生成 AIを活用した視覚的類似検索システムが実用化されつつあります。米国
特許商標庁（USPTO）は 2025年 7月に「DesignVision」と呼ばれる AIベースの意匠
画像検索システムを公開し、分類コードに依存しない意味論的な視覚探索を可能に
しました [12]。日本においても、特許庁の AIアクションプラン（2025年度版）で
は、意匠審査における先行調査への AI活用が検討課題として明記されています。 
 



4.2 実務的課題 

先行調査における課題は、類否判断の信頼性です。意匠の類否判断は、「需要者の
視覚を通じて起こさせる美感」の比較という主観的な要素を含み、AIが定量的に評
価することは困難です。AIが「類似」と判断した意匠が法律上は「非類似」と判断
される場合や、その逆もあり得るため、最終的な判断は専門家の確認が不可欠で
す。 
 

また、AI生成意匠の先行技術化という新たな問題も生じています。第三者が生成
AIを用いて大量のデザインを生成・公開する「先回り大量生成問題」（後述）は、
先行調査の対象となる意匠の数を爆発的に増加させ、調査の網羅性を確保すること
を困難にしています [8]。 
 

 

 

5. 補正・中間処理への生成 AI活用 

5.1 活用の現状 

特許庁の審査において拒絶理由通知（Office Action）を受けた場合、出願人は意見書
や手続補正書を提出して反論または補正を行います。特許（発明）の分野では、AI

を用いて引用文献と本願発明の相違点を抽出し、反論のロジックや補正案を自動生
成するツール（AI Samurai ONEなど）が既に実用化されています [5]。 
 

意匠の分野においても、こうした「AI Office Action対応ソフトウェア」の応用が始
まっています。最新のマルチモーダル AIは、審査官が引用した先行意匠の図面と本
願意匠の図面を視覚的に比較し、共通点と相違点を言語化して抽出する能力を持っ
ています。これにより、意見書における「類否判断の主張（非類似の論証）」のド
ラフト作成を支援することが可能になっています。 
 



5.2 実務的課題 

意匠の補正業務における最大の課題は、要旨変更の禁止（意匠法第 17条の 2）とい
う厳格な制約です。意匠出願では、出願当初の図面等に表された意匠の同一性を損
なうような図面の追加や修正は「要旨の変更」として却下されます。 
 

AIが拒絶理由を回避するための補正案（図面の修正案）を提示したとしても、それ
が要旨変更に該当するか否かの判断は極めて高度な法的専門性を要します。視覚的
要素の微細な変更が意匠全体の美感に与える影響を AIが正確に評価することは難し
く、最終的な補正方針の決定と図面の修正作業は、依然として人間の専門家（弁理
士）の判断に委ねられています。 
 

 

 

6. 権利管理業務への生成 AI活用 

6.1 活用の現状 

意匠権が登録された後の管理業務（期限管理、年金納付、ポートフォリオ分析な
ど）においても、AIを搭載した知財管理システム（Anaqua AQX、Questel Equinox

等）の導入が進んでいます [6]。 
 

これらのシステムは、各国の特許庁から送達される公報や通知書（PDF等の非構造
化データ）を AIの光学文字認識（OCR）と自然言語処理によって自動的に読み取
り、出願番号、登録日、更新期限などの書誌事項をデータベースに自動入力する機
能を備えています。これにより、手作業によるデータ入力の負担とヒューマンエラ
ーが大幅に削減されています。 
 

6.2 実務的課題 

管理業務における課題は、複数国にまたがる複雑な制度への対応です。意匠権の存
続期間は国によって異なり（日本は出願日から 25年、米国は意匠特許の発行日から
15年、EU意匠は登録日から最大 25年）、またハーグ協定に基づく国際意匠登録出
願では、指定国ごとの更新手続きや個別国の拒絶理由への対応期限を正確に管理す



る必要があります。AIシステムが各国の最新の法改正や運用変更を常に正確に学習
し、アラートを発することができるかどうかが、システムの信頼性を左右します。 
 

 

 

7. 法的・制度的課題 

生成 AIの意匠実務への浸透は、現行の法制度に対して新たな課題を突きつけてお
り、特許庁の産業構造審議会（意匠制度小委員会）等でも活発な議論が行われてい
ます [7]。 
 

7.1 先回り大量生成問題（新規性喪失のリスク） 

現在最も懸念されているのが、第三者が生成 AIを用いて特定の製品コンセプトに類
似するデザインを大量に生成し、インターネット上に公開する「先回り大量生成問
題」です。 
 

意匠法では、出願前に公然知られた意匠や電気通信回線を通じて公衆に利用可能と
なった意匠は、新規性を喪失し登録を受けることができません（意匠法第 3条第 1

項第 1号・第 2号）。真の創作者がモデルチェンジ等のために新デザインを開発し
ている間に、AIによって生成された類似デザインが先に公開されてしまうと、正規
の開発者が意匠権を取得できなくなる事態が危惧されています [8]。 
 

この問題に対しては、早期出願の徹底や、関連意匠制度の活用（本意匠に類似する
バリエーションを網羅的に出願して権利範囲を面で押さえる戦略）といった実務的
な防衛策が求められます。立法論的には、AI生成意匠を先行技術として扱う際の特
別ルール（例：自然人の創作が認められない AI生成意匠は新規性判断の基礎としな
い等）の導入も検討されています。 
 

7.2 人間の創作的寄与の立証 

意匠法上、創作者は自然人（人間）でなければならず、AIが自律的に生成したデザ
インは意匠法の保護対象とはなりません [4]。しかし、AIを補助ツールとして使用



した場合に「どの程度の人間の創作的関与があれば意匠権が認められるか」という
基準は、現時点では明確に定まっていません。 
 

米国特許商標庁（USPTO）は 2024年から 2025年にかけて、AI支援発明に関するガ
イダンスを相次いで改訂し、特許および意匠特許の出願において「人間の重要な貢
献（Significant Contribution）」が不可欠であることを明確にしました [9]。 
 

実務上は、AIを利用してデザインを創作した場合、プロンプトの入力履歴、生成過
程での試行錯誤、生成後の人間による加筆修正のプロセスなど、「どこに人間が創
作的判断を下したか」を示す証跡（ログ）を社内で適切に保管・管理する体制の構
築が急務となっています [10]。 
 

7.3 生成 AIの学習データと意匠権侵害 

生成 AIが他者の登録意匠に類似するデザインを出力した場合、意匠権侵害が成立す
る可能性があります。また、AIの学習段階で他者の意匠登録出願の図面が無断で使
用されている場合の著作権侵害の問題も指摘されています。企業は、使用する生成
AIサービスの学習データポリシーを確認し、生成された意匠が既存の登録意匠と類
似していないかを事前に確認するクリアランス調査を徹底する必要があります。 
 

 

 

8. 国際動向との比較 

生成 AIと意匠制度をめぐる国際的な動向を整理すると、各国・地域が異なるアプロ
ーチを取りながらも、共通して「人間の創作的関与の必要性」を維持する方向性を
示していることが分かります。 
 

国・
地域 

主な動向 AI生成意匠の保護方針 

日本 
意匠制度小委員会で法改正を検討中（2026年目途）。特
許庁 AIアクションプランで審査への AI活用を推進 

人間の創作的関与が必要。
AI単独生成は保護対象外 



国・
地域 

主な動向 AI生成意匠の保護方針 

米国 
USPTOが「DesignVision」（AI意匠画像検索）を 2025年
7月に公開。AI支援発明ガイダンスを整備 

人間の「重要な貢献」が必
要。AI単独生成は意匠特許
不可 

欧州 
EU AI法（2024年成立）の枠組みの中で EUIPOが対応を
検討 

現行法では人間の創作性が
必要。制度整備は途上 

中国 
CNIPAが生成 AIを活用した審査効率化を推進。AI生成
意匠の保護に関する議論が活発 

一定の条件下で AI生成物の
保護を認める方向で検討中 

 

 

9. 実務上の対応策と展望 

9.1 今すぐ実践できる対応 

現在の法制度・技術水準の下で、企業および特許事務所が取り組むべき実務的な対
応策を以下に整理します。 
 

第一に、AI利用プロセスの証跡保管です。生成 AIを活用してデザインを創作した
場合は、プロンプトの入力履歴、生成された候補画像、人間が選択・修正した過程
を記録・保管し、「人間の創作的関与」を立証できる体制を整えることが重要で
す。 
 

第二に、早期出願戦略の徹底です。先回り大量生成問題への対応として、開発中の
デザインが外部に漏洩する前に、できるだけ早期に出願することが有効です。秘密
意匠制度（意匠法第 14条）の活用も、製品発売前の権利化戦略として有効です。 
 

第三に、関連意匠制度の戦略的活用です。本意匠に類似するバリエーションデザイ
ンを関連意匠として出願することで、AIによる大量生成に対抗できる広い権利範囲
を確保することが可能です。 
 



第四に、情報セキュリティの確保です。未公開デザインを外部のクラウド AIサービ
スに入力しないよう、社内規程を整備することが必要です。 
 

9.2 今後の展望 

特許庁は 2025年度中に意匠制度小委員会での検討を進め、2026年の通常国会への
法改正案提出を目指しています。改正の主な論点には、AI生成意匠の新規性判断に
おける取り扱い、AI利用の開示義務の要否、創作者認定の基準の明確化などが含ま
れています [7]。 
 

生成 AI技術は今後も急速に進化し、特に 3D一貫性生成や物理ベースのレンダリン
グを組み合わせたシステムが実用化されれば、意匠出願図面の自動生成精度は飛躍
的に向上すると予想されます。しかし、法的な権利の有効性を担保するためには、
技術の進化に合わせた制度の整備と、人間の専門的判断の適切な関与が引き続き不
可欠です。 
 

 

 

おわりに 

生成 AIは、意匠出願・権利化業務において、アイデアの可視化、先行調査の高度
化、中間処理のドラフト作成、管理業務の自動化など、多岐にわたるフェーズで強
力な支援ツールとしてのポテンシャルを示しています。 
 

しかし、意匠制度が求める厳格な図面要件のクリアや、要旨変更の判断、そして
「人間の創作性」の担保といった法的・技術的なハードルは依然として高く、AIに
よる完全な自動化には至っていません。 
 

今後の意匠実務においては、AIを「自律的な創作者」や「代理人」としてではな
く、人間の専門的判断を補完し拡張する「高度なアシスタント」として位置づける
ことが重要です。同時に、2026年を目途に検討が進められている意匠法改正などの
制度的動向を注視し、AI生成デザインの保護とリスク管理のバランスを取った知財
戦略を構築していくことが、企業および特許事務所に求められています。 
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